
第11回全国情報公開度ランキング

名古屋市 再就職先公開せず最下位
愛知県も３０位に低迷

全国市民オンブズマン連絡会
議は、2007/3/16に第１１回全国
（都道府県・政令市）情報公開度
ランキングを発表しました。

今回のランキングの特徴は以
下の３点です。

１．webでの公開を重視（交際
費・議会議事録）

２．「談合の温床」再就職情報
のチェック

３．「条件付き政務調査費の領
収書公開」分析

１．は、webでいつでも誰でもチ
ェックできる体制ができているかど
うか、市民の利便性を重視しまし
た。

２．は、昨年３人の知事が官製
談合で逮捕されました。それらに
深く関わっているとされる職員ＯＢ
の再就職情報がどこまで開示され
るかで、談合を防ぐ制度ができて
いるかチェックしました。

３．は、政務調査費の領収書を
「条件付き」開示の自治体が実際
どの程度開示されているのか調
査しました。

名古屋市８年ぶりに

最下位
今回、名古屋市は１．webでの

公開（交際費・議会議事録）をして
いない。２．「談合の温床」再就職
情報は、「外郭団体に何人」「民
間に何人」再就職した、としか把
握していない。３．「政務調査費の
領収書」全面非公開 のため、１
００点満点中２３点と、１５政令市の
中でダントツで最下位でした。な
お、名古屋市の最下位は８年ぶり
３回目です。

３０位愛知県も低迷
愛知県は昨年の４３位から若干順
位を上げたものの、知事交際費の
webでの明細が分からない、政務
調査費の領収書が全面非公開
のため、３０位となっております。

政務調査費領収書５
万円以上など条件を
付けると

平均２２％のみ公開
今回のランキングを採点するに

際し、政務調査費の領収書を「条
件付き」で開示している３府県（京
都・和歌山・高知）・４政令市（札
幌、さいたま、京都、福岡）の、総
支給額のうちの領収書添付割合
を算出しました。その結果、平均２
２％程度しか領収書が開示されて
いないことが判明しました。

領収書の条件付き公開では、
使途の８割近くが公開されず、形
だけの公開に過ぎないことが改め
て分かりました。

統一地方選挙で

情報公開を争点に
まもなく統一地方選挙が行われ

ます。選挙を契機として自治体の
情報公開度の底上げが図られる
事を期待致します。

瀬戸市郵便談合住民訴訟 提訴
瀬戸市郵便入札談合事件で、

検察庁が談合と指摘した１２件の
入札のうち３件しか談合罪が適用
されず、残り９件について瀬戸市
が業者に損害賠償請求していな
いのは怠る事実だとして、瀬戸市
の市民グループが０７年３月２７日

に名古屋地裁に提訴しました。

も同じ構図名古屋談合
瀬戸市の郵便入札を主導して

いた談合業者は、名古屋市下水
道・地下鉄工事をはじめ、東海地
方の工事の談合を配分していたと

報道されています。今後名古屋
談合の全貌が明らかになった際
も、瀬戸市と同様のことが起こりう
るという視点から、名古屋市民オ
ンブズマンの弁護士有志が瀬戸
市の住民訴訟の代理人に就任し
ました。

2007年4月以降日程 ： 名古屋市民ｵﾝﾌﾞｽﾏﾝ･ﾀｲｱｯﾌﾟｸﾞﾙｰﾌﾟ
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全面勝訴オンブズ側
自民党名古屋市議団へ２００３・

２００４年度に支給された政務調
査費のうち、「共通経費」部分合
計２８７０万円が調査研究以外に
不正に流用されたとして名古屋市
民オンブズマンが返還を求めて
いた住民訴訟で、名古屋地裁は
市民オンブズマンの主張を全面
的に認め、すでに返還された４１０
万円を除く２４６０万円の返還命令
を出しました。

共通経費を選挙に配
元団長証言が効果分

05年5月に自民党名古屋市議
団の元団長が、政務調査費の「共
通経費分」のうち４１０万円を保管
していると発言。「預かり金」（余剰
金）として、慣例として統一地方選
挙の前に各議員に配分してきた、
とも発言しました（元団長は離
団）。その発言を受けて、市民オ
ンブズマンが政務調査費の収支
報告がでたらめだとし、返還を求
め05/9/2に提訴しました。

元団長は裁判の中で「預かり
金」（余剰金）を作り出すシステム
（各議員に個人経費分５０万円以
上の領収書を市議団に提出さ
せ、５０万円を超える部分を「共通
経費」としてプールする）を具体的
に証言しました。自民党名古屋市
議団側は、具体的には反論しま
せんでした。

使途に疑惑があれば

会派に立証責任

今回の名古屋地裁判決の中
で、政務調査費の各規定が「透明
性を確保する趣旨目的」によると
し、実際の支出内容と大幅に相
違していたり、その支出内容が使
途基準に適合しているかどうかを
確認することができないような場
合には、適正な支出と認める事は
できないとしました。原告側が疑
義が存する事を主張、立証した場
合には、会派ないし市側におい
て、疑義を解消するに足る主張と
反証を行う必要があり、それがな
されない場合には、政務調査費
の適正な支出がなされなかったも
のと推認されるというべきであると
しました。

余剰金システムは

無駄遣いの元凶と断罪
さらに、「余剰金」は政務調査

費とは関係のない内部資金とな
り、余剰金とされた部分を含めた
金額が収支報告書に支出として
計上されることは、結局、名古屋
市へ返還できるはずの残余金を
減少させることにも繋がっている
ため、政務調査費の趣旨及び使
途基準に反するとしました。しか
も、「余剰金」の構造は、必ずしも
必要不可欠とはいえない使途の
政務調査費を支出させる危険性
をも内包するとしました。

統一地方選挙時の

支出に注目
また、選挙が行われた平成１５年
４月分（１ヶ月分）の報告書にも注
目し、１ヶ月分の共通経費が１５，

１８２円というのは、平成１５年５月
－平成１６年３月（１１ヶ月分）１２，
５８３，７９６円、平成１６年度分
（７，７２４，５３９円）と比べていか
にも少額に過ぎ、「支出がどのよう
になされたのか理解が困難」で、
「収支報告書の記載内容がどれ
ほど実態と符合するものであるの
かについて相当の疑問を抱かせ
る」とまで判決で述べています。

これら疑義を解消するほどには
市議団側で説明ないし反証がな
されたとは認められないとし、共通
経費分２８７０万円中、すでに共通
経費分として返還された４１０万円
を除く２４６０万円を不当利得とし、
返還を命じました。

統一地方選直前に

追い風の判決
名古屋市議会はいまだに領収

書を市民に公開していません。こ
の判決を受けて、各候補者が政
務調査費の透明化を意識した訴
えを展開するきっかけになればと
思います。さらに、同じように「余
剰金」（預かり金)システムをとって
いる議員会派が他自治体でもあ
ると思います。また、「政務調査費
の使途に疑義がある場合は議員
側に主張立証責任」という判決
は、2004年10月20日札幌高裁（2
006/9/21最高裁で確定)、2007/2
/9札幌高裁判決で既に流れは出
来ています。

今回の判決が、他の自治体議
会の透明化をいっそう図ることに
つながれば幸いです。

（内田隆）
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政務調査費の使途について

名古屋市民オンブズマンは、
政務調査費を来るべき統一地方
選挙の争点にすべく、今回で３回
目となるアンケートを、名古屋市
議・愛知県議全員に２月１４日発
送し、回答を２月末期限で回収し

ました。（別紙）
今回は、各議員に答えてもらい

やすいように他の議会で問題とな
った政務調査費の使途につい
て、どう思うかを聞きました。

しかし、多くの議員から個々の

回答は得られず、会派名で「回答
拒否」してきました。

回答を読めば、政務調査費に
対する態度が分かります。

統一地方選挙の参考にして下
さい。

愛知県議･名古屋市議選
各候補者の を検証マニフェスト･公約

名古屋市民オンブズマンは愛
知県議選、名古屋市議選の立候
補者（それぞれ１５７名、９８名）に
対し、今回の選挙で作成したマニ
フェスト・公約の送付依頼を4月3

日づけで行いました。
各立候補者が選挙民に提示さ

れた「政治行動目標の約束」を、
任期４年間の活動内容と比較検
証するためのデータ収集です。

公職選挙法では、地方議会議
員立候補者は選挙中にマニフェ
ストを配布することができないため
選挙後に送付して頂く予定です。

衆議院 赤坂新議員宿舎

国会議員のあきれた

議員特権の象徴

東京・赤坂の超１等地に衆議院
議員宿舎として３ＬＤＫのマンショ
ンが建設されましたが、家賃が月
９２，０００円と極めて格安です。

この４月から入居が始まることを
受け、当事者である衆議院議員
がどのように考えているのかを全
国市民オンブズマン連絡会議が0
7/3/9に衆議院議員４８０名全員
にアンケートを議員控室に配布し
調査し、3/29付で発表しました。

国会議員は国民への

説明責任を果たさず

しかし、締め切りの３／２３まで
に回答があったのは全体の６％、
３０名でした（自民１２名、民主１６
名、共産１名、無所属１名）。

回答を頂いた方からは、誠実に
意見を頂戴いたしましたが、残り４
５０名についてはどのようにお考
えなのかがさっぱり分かりません。

現在、無料の議員会館に事務
所を構えながら、水光熱費として
年間５０７万円がかかったと閣僚

が報告していた問題（ナントカ還
元水）がありますが、他の議員もこ
れでは強く批判はできません。

回答全文は

ホームページで公開

全議員の回答は以下のページで
読めます。今後、入って来るアン
ケート結果についても、リアルタイ
ムで公表してゆきます。
http://www.ombudsman.jp/akasa
ka-a.html

名古屋高速道路公社に

「 」「 」「 」談合 協定 随意契約
見直しを申し入れ

全国の三セク・公社中、最大の借
金を抱える名古屋高速道路公社
の「談合」「（財）名古屋高速道路

協会との協定」「随意契約」の全
面的見直しを求める意見書を、名
古屋高速道路公社理事長、愛知

県知事、名古屋市長に07/2/22
づけで郵送しました。回答の締め
切りは07/3/31。

全国の三セク･公社中､最大の借金を抱える名古屋高速道路公社の

「談合 「(財)名古屋高速道路協会との協定 「随意契約」の」 」

全面見直しを求める意見書
名古屋高速道路は平成16年3月末に料金値上げ(普通車750円､大型車1500円)をして3年が経ちます。しかし､料金

値上げは財政状況の解決にはならず､平成17年度末で民間からの借入金・社債は総額6891億円に及び､全国の三セ

ク・公社中最多となっていることが､総務省のたデータ(第三セクター等の状況に関する調査結果平成18年12月27日)

で明らかになりました。現在､名古屋高速道路公社は愛知県と名古屋市があわせて6961億円債務保証をしており､同

公社が破たんした場合税金で穴埋めのおそれがあります。名古屋市民ｵﾝﾌﾞｽﾞﾏﾝは､借金を抱えた原因は「談合」

「(財)名古屋高速道路協会との協定」「随意契約」にあると考え､それらの全面的見直しを求めます。

1.談合を撲滅するため､早急な対策を求めます

平成19年1月23日の新聞各紙によれば､ゼネコン担当者が名古屋高速道路公社の建設工事でも談合をしていた

ことを認めたといいます。公社が発注した5件192.2億円(平均落札率93.49%)が報道の通り談合だとした場合､談合し

にくい制度にした長野県(2005年平均落札率74.8%)並に落札率が下がれば(表1)､38.5億円もの費用が浮く計算に

なります。これは平成16年の料金値上げ時の増収額(年間34億円平成14年11月19日第20回料金問題調査会資料)

を上回ります。名古屋高速道路公社入札監視委員会は平成16年5月にスタートし､年に2回開催されてきましたが､

抽出案件のみ審議している上､その抽出案件は低落札率のものが多く､何のための入札監視委員会か疑問です。

報道された5件の工事に限らず､過去の分も含めて談合の有無を公社として調査する事を求めます。また､談合が判

明した場合､業者に損害賠償請求を求める事を要望致します。

2.(財)名古屋高速道路協会との「基本協定」の廃止を求めます

名古屋高速道路公社の経営を歪める「(財)名古屋高速道路協会」との基本協定による契約を廃止するよう求めま

す。(財)名古屋高速道路協会と独占的な契約を結ぶ「基本協定」を結んだ理由として「公社事業の増加に伴う組織

的､人的に不足している部分を補完する業務であり､また協会の寄附行為においても『公社の業務の円滑な運営に

寄与する』旨定められていることから､民間に発注する業務とは本質的に異なる」ためと説明されていますが､説得力

に欠けるものです。現在､平成18年度には協会との「協定」による契約が11業務20億94万4千円にも及びます。公社

の契約は､原則として一般競争入札に付する事となっています(公社会計規定第71条)が､このあり方は規定に反す

る事となります。しかも､(財)名古屋高速道路協会の歴代理事長を､名古屋高速道路公社の元理事長が務めている

ことが問題です。はじめから競争を封じ､「協定」を野放しにしていると市民が考えるのは自然なことです。名古屋高

速道路公社理事長が退職後に(財)名古屋高速道路協会理事長に天下ることの禁止を求めます。

3.各種業者との随意契約を全面的に見直すよう申し入れます

平成18年度には､各種業者との随意契約が16業務27億9775万5千円(平均落札率99.6%)と､莫大な金額になって

います。名古屋高速道路公社が外部の公認会計士らに依頼して作成した「平成17年度経営改善に係る外部監査

報告書」のテーマがまさに業務委託であり､業務委託について競争性や透明性を図るため､随意契約ガイドラインを

整備する事が提言されています。

公社の契約は､原則として一般競争入札に付する事となっています(公社会計規定第71条)。例外としての随意契

約しか認められていないにもかかわらず､随意契約しているのは規定上問題があるだけでなく､競争入札によって削

減できたはずのコストを余計に負担している点でも問題です。

全国的に見ると､真の競争入札を導入すれば20%程度は削減可能です。協会との「協定」ならびに随意契約の金

額が20%削減されたとすると､約10億円削減可能であり､値下げすら視野に入ります。政府は､平成18年6月13日に

各省庁が結んだ､所管公益法人､独立行政法人､特殊法人､天下り官僚がいる民間法人等との随意契約の実態調

査結果を発表しました。それによると､平成17年度に各省庁が結んだ随意契約は2兆1743億円(29631件)で､うち随

意契約が妥当と判断した貨幣製造やライセンス国産による防衛装備品等7160億円(6843件)以外は競争入札等か

企画競争・公募を行う方針を決めました。また､平成19年1月26日づけで「所管公益法人等以外との随意契約の適

正化について 」を発表し､民間との随意契約1兆1973億円(5万4468件)のうち競争性のない随意契約(防衛等)以外

の6761億円(3万6143件)を競争入札等にすることを発表しました。国に随意契約原則全廃ができて､名古屋高速道

路公社にできない理由はありません。行財政改革のために､まず(財)名古屋高速道路協会への「協定」ならびに各

種随意契約を全面的に見直し､競争入札に付するもの､公社が直接行うものなど個別具体的に判断するよう要求し

ます。

これら問題に対し､どのように対策を立てるのか､ご見解をできるだけ具体的にそれぞれの立場からお示し下さい。

なお､ご回答の締め切りは3月31日(土)必着とさせていただきます。
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名古屋市議会・愛知県議会 政務調査費アンケート結果 

 

２００７．３ 名古屋市民オンブズマン 

１，政務調査費アンケートの実施 

名古屋市民オンブズマンでは、政務調査費の領収証を未だに公開していない名古

屋市議会議員７４名と愛知県議会の議員９９名全員を対象として、全国各地の政

務調査費の不祥事に関するアンケートを２００７年２月に実施しました。 

   政務調査費を巡る、議員個人に対するアンケートは今回で３回目です。１回目は

領収書添付など透明化を図るつもりはございますかというものでした。しかし、

大多数の会派に所属している議員は、会派名で「訴訟が継続しているため」との

理由で回答拒否でした。２回目は、アンケートに答える事と訴訟とどのように関

係するのか質問しましたが、全員が回答拒否でした。 

   ３回目となる本アンケートは、全国各地で多発している政務調査費を巡る不祥事

について質問することで、議員の政務調査費に対する意識を明らかにしようと、

議員個人に対して行いました。 

   ２００７年２月１４日付で各議員個人の事務所に質問用紙を郵送しました。締め

切り日の２月２８日までに全員分の回答が寄せられました。 

２，アンケート回答状況 

議員個人に対して回答を求めましたが、大多数議員からは会派名で回答。 

   今回のアンケートも、議員個々の見識、ご意見を知るために、各個人宛に郵送で

アンケートを送りましたが、下記の通り大多数が会派名での回答でした。 

因みに、名古屋市議７４名のうち個人名での回答が１３名、連名での回答が９名、

残り５２名が会派名での回答でした。愛知県議９９名では、個人名での回答が３

名、残り９６名は会派名での回答でした。 

   会派名での回答のうち、民主党愛知県議員団は「政務調査費が会派に対して支払

われているため議員団として回答する」と理由が述べられていましたが、その他

の会派に関して理由は述べられておりませんでした。 

【名古屋市】  

日本共産党名古屋市会議員団所属の９名 

民主党クラブ所属の１名 

自民党クラブ所属の１名 

ローカル・パーティー名古屋所属の１名 

個人名で回答 

市民ネット所属の１名 

連名で回答 新風自民所属の９名 

民主党名古屋市会議員団（２６名） 

公明党名古屋市会議員団（１４名） 会派名で回答 

自由民主党名古屋市会議員団（１２名） 
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【愛知県】  

ボランティアネットまごころ愛知所属の１名 

愛知県議会県政長東クラブ所属の１名 個人名で回答 

愛知県議会県政高輝会所属の１名 

自由民主党愛知県議員団（６０名） 

民主党愛知県議員団（２９名） 会派名で回答 

公明党愛知県議員団（７名） 

 

３，アンケート回答内容 

（１）公明党目黒区議団 流用について 

擁護の意見は皆無 

公明党目黒区議団による政務調査費の流用が発覚し、区議団６人全員辞職した

ことに対する質問の回答内容は以下の通りです。②辞職する必要はなかった、と

する回答はありませんでした。①辞職は当然としたのが合計１０名、③その他が

４２名です。 

【名古屋市】   

①辞職は当然 日本共産党名古屋市会議員団所属の９名 

②辞職する必要はなかった なし 

新風自民所属の９名 他党のことなので回

答できない 
民主党クラブ所属の１名 

一つのけじめのつけ

方 
市民ネット所属の１名 

カーナビは論外だが、

会費制研修会で議員

活動に資するものが

あれば許される 

ローカル・パーティー名古屋所属の１名 

③その他 

一概に判断しかねる 自民党クラブの１名 

民主党名古屋市会議員団（２６名） 

公明党名古屋市会議員団（１４名） 回答なし 

自由民主党名古屋市会議員団（１２名） 

   

【愛知県】   

①辞職は当然 ボランティアネットまごころ愛知所属の１名 

②辞職する必要はなかった なし 

③その他 
本人が個別に判断す

べき 
民主党愛知県議員団（２９名） 

自由民主党愛知県議員団（６０名） 

公明党愛知県議員団（７名） 

愛知県議会県政長東クラブ所属の１名 
回答なし 

愛知県議会県政高輝会所属の１名 
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（２）飲食の是非について 

飲食への意見は判断が分かれる 

また、品川区議団で問題となった、政務調査費を用いた飲食に関するご意見は

以下の通りです。①飲食に使うのは認められないとしたのが合計１０名、③その

他が４３名でした。各議員の飲食に対する姿勢が浮かび上がります。 

【名古屋市】   

日本共産党名古屋市会議員団所属の９名 
①認められない 

ローカル・パーティー名古屋所属の１名 

②認めてよい なし 

調査研究または会議

に伴い社会通念上必

要かつ相当な範囲内

なら可 

自民党クラブ所属の１名 

場合によって食は可 市民ネット所属の１名 

会議に付随した懇談

会なら可能 
新風自民所属の９名 

③その他  

調査スタッフの食事

は認めるべき 
民主党クラブ所属の１名 

回答なし   民主党名古屋市会議員団（２６名） 

    公明党名古屋市会議員団（１４名） 

    自由民主党名古屋市会議員団（１２名） 

   

【愛知県】   

①認められない なし 

②認めてよい なし 

会議の茶菓は必要な

ことがある 
ボランティアネットまごころ愛知所属の１名 

③その他  
社会的通念上妥当な

食料費（ママ）なら可 
民主党愛知県議員団（２９名） 

回答なし   民主党名古屋市会議員団（２６名） 

    公明党名古屋市会議員団（１４名） 

    自由民主党名古屋市会議員団（１２名） 

 

（３）「語学講習」について 

「語学講習には支出すべきでない」とする意見が多数派 

   函館市議会で問題となった、政務調査費を用いた語学講習への支出については以

下の通りです。①認められないとしたのが２１名、③その他が３１名です。語学

講習には支出すべきでないという意見が多数でした。 
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【名古屋市】   

日本共産党名古屋市会議員団所属の９名 

新風自民所属の９名 

ローカル・パーティー名古屋所属の１名 

①認められない 

市民ネット所属の１名 

②認めてよい なし 

通訳という形で計上

すべき 
民主党クラブ所属の１名 

③その他  会派としての政務調

査ならば許容される

ケースもありうる 

自民党クラブ所属の１名 

回答なし   民主党名古屋市会議員団（２６名） 

    公明党名古屋市会議員団（１４名） 

    自由民主党名古屋市会議員団（１２名） 

   

【愛知県】   

①認められない ボランティアネットまごころ愛知所属の１名 

②認めてよい なし 

③その他 
関連なければ支出す

べきではない 
民主党愛知県議員団（２９名） 

回答なし   民主党名古屋市会議員団（２６名） 

    公明党名古屋市会議員団（１４名） 

    自由民主党名古屋市会議員団（１２名） 

 

（４）回答拒否が多数派 

その一方で、私たちが訴訟を提起したことを理由としてアンケートに答えない、

と民主党名古屋市会議員団、公明党名古屋市会議員団、自由民主党名古屋市会議

員団、自由民主党愛知県議員団、公明党愛知県議員団、愛知県議会県政長東クラ

ブ、愛知県議会県政高輝会の７会派が回答してきました。しかし、私たちの訴訟

は過去の政務調査費の支出が不当である、という内容のものですから、他自治体

の政務調査費の支出に関する私たちのアンケートに答えたからといって、訴訟に

影響を及ぼすものではありません。 

議員は市民の選良なのですから、議員個人の意見を市民に示す義務があります。

しかしながら、「会派」名で回答を拒否するというのは、議員本来の活動からして

本末転倒ではないでしょうか。「会派」が市民と議員を隔てる壁になっています。

このような回答を出す「会派」という役割について、私たち市民は疑問を抱かざ

るを得ません。 
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４，統一地方選に向けて 

今回、ご回答いただいた議員も、ご回答いただけなかった議員も、回答の変更を

引き続き受け付けておりますし、この回答だけでなく、様々な機会に政務調査費

の透明性に関して有権者に積極的に政策を公表して有権者に真の姿勢を訴えてい

ただきたいと思います。 

 私達はこのアンケート結果と選挙戦での政務調査費の透明性に関する議員一人

一人の公約を参考にして、政務調査費の透明化を積極的に推し進める候補者に一

人でも多く当選して頂きたいとの考えで、2007 年の統一地方選の一票を決定した

いと思います。 



２００７年２月１４日 

名古屋会議員       様 

愛知県議会議員      様 

政務調査費に関するアンケート その３ 

名古屋市民オンブズマン 

代表 倉橋 克実 

前略 

政務調査費の透明化を来たるべき統一地方選の争点にしようと考えている団体

です。このような観点からこれまで昨年１１月から２回アンケートを行いました。 

 しかし、アンケートをお願いしている時期にも全国的に政務調査費を巡る事件

が相次いで発覚し、政務調査費に対する関心が日に日に高まっております。 

 そこで、３回目となる本アンケートは、実際に起こった事件に対し、貴殿がど

のようにお考えになられるのかお聞きし、貴殿の政務調査費の使途に関するご見

解をお聞きするものです。別紙回答書にご回答頂き、ご返送願います。 

 なお、最近の政務調査費に関する関心の高まりを受け、過去２回のアンケート

に関し、回答の見直しも歓迎致します。 

 

問１．議員辞職について 

公明党目黒区議団 ６名全員辞職（06/11/30） 

同区議団が 2005 年度に支払いを受けた合計約 1200 万円の政務調査費の

内訳を自主調査の結果、カーナビゲーションシステムの設置代や車検整備費、

会費制の研修会など一部費用を政務調査費で払っていたことが判明し、約

770 万円を自主返還して６名全員辞職。 

【ご質問】公明党目黒区議団の対応についていずれかに○をおつけ下さい。 

① 辞職は当然 

② 辞職する必要はなかった 

③ その他（                         ） 

 

 



   問２．政務調査費を飲食に用いる事について 

自民党品川区議団 飲食に用いた政務調査費７６９万円返還（06/11/30） 

東京地裁で「調査研究または会議に伴い、社会通念上必要かつ相当」と

認められない飲食分 01年度と 02年度の政務調査費約 769 万円（延滞金

含め 1127 万円）を区に返還 

     荒川区議会 政務調査費を半額に。飲食使用禁止（06/12/12） 

      荒川区議会は政務調査費を半額にし、飲食代などに使うことを禁止する

条例の改正案を全会一致で可決。今年４月から施行。  

【ご質問】飲食に使う事についていずれかに○をおつけ下さい。 

① 政務調査費を飲食に使う事は認めるべきでない 

② 政務調査費を飲食に使う事は認めてよい 

③ その他（                         ） 

 

問３．語学講習への支出について 

     函館市議会政務調査費 １１５．９７万円の返還命令 札幌高裁（07/2/9） 

語学講習など、「会派としての意思統一がなされず、市政との関連性を

欠く支出」は違法と断定 

    【ご質問】語学講習に使う事についていずれかに○をおつけ下さい。 

      ①語学の講習に使うのは許されない 

      ②語学の講習に使うのは許される 

      ③その他（                          ） 

 

なお、再度のご回答の締め切りは２月２８日（水）必着とさせていただきます。 

 



【別紙】 

アンケート回答書（FAX052-953-8050 または郵送で） 

個人名（                     ） 

 

回答日の所属会派名（                     ） 

 

政務調査費についてお尋ねします。いずれかに○をおつけ下さい。 

 

問１．議員辞職について 

【ご質問】公明党目黒区議団の対応についていずれかに○をおつけ下さい。 

① 辞職は当然 

② 辞職する必要はなかった 

③ その他（                         ） 

 

 

  問２．政務調査費を飲食に用いる事について 

【ご質問】飲食に使う事についていずれかに○をおつけ下さい。 

① 政務調査費を飲食に使う事は認めるべきでない 

② 政務調査費を飲食に使う事は認めてよい 

③ その他（                         ） 

 

 

問３．語学講習への支出について 

    【ご質問】語学講習に使う事についていずれかに○をおつけ下さい。 

     ① 語学の講習に使うのは許されない 

     ② 語学の講習に使うのは許される 

     ③ その他（                         ） 

 

 

回答日をお答え下さい        年    月    日 

 

ありがとうございました。 

 

返送先：〒460-0002 名古屋市中区丸の内 3-6-41 リブビル６階 

 名古屋市民オンブズマン 担当 新海：内田 TEL 052-953-8052 FAX 052-953-8050 

 

期限：２００７年２月２８日（水）必着 

 



２００７年統一地方選挙前　政務調査費名古屋市議会アンケート

　氏名 会派名 1　議員辞職 ２　飲食 ３　語学

梅　村　邦　子 民　主
斉　藤　亮　人 民　主
梅村麻美子 民　主
服　部　将　也 民　主
吉田　隆一 民　主
うえぞのふさえ 民　主
ムラセ博久 民　主
うかい春美 民　主
須　原　章 民　主
おくむら文洋 民　主
渡　辺　房　－ 民　主
早　川　良　行 民　主
小　林　秀　美 民　主
久　野　浩　平 民　主
郡　司　照三 民　主
加　藤　一　登 民　主
佐　橋　典　一 民　主
橋　本　静　友 民　主
鎌　倉　安　男 民　主
吉田　伸五 民　主
杉山ひとし 民　主

山　本　久　樹 民　主
岡　本　康　宏 民　主
ちかざわ昌行 民　主
田　中　里　佳 民　主
諸　隈　修　身 民　主

西尾たか子 公　明
長谷川由美子 公　明
ひざわ孝彦 公　明
中　村　　満 公　明
小　島　七　郎 公　明
林　孝則 公　明
木　下　　優 公　明
ばばのりこ 公　明
江口　文　雄 公　明
福　田　誠　治 公　明
こんばのぶお 公　明
加　藤　武　夫 公　明
小　林　祥　子 公　明
三　輪　芳　裕 公　明

桜　井　治　幸 自　民
中　川　貴　元 自　民
渡　辺　義　郎 自　民
堀　場　　章 自　民
加　藤　　徹 自　民
中田ちづこ 自　民
田島こうしん 自　民
西川ひさし 自　民
ふじた和秀 自　民
岡　本　善　博 自　民
藤　沢　忠　将 自　民
村松ひとし 自　民

黒　田　二　郎 共　産
①辞職は当然

①政務調査費を飲食に使うことは
認めるべきでない

①語学の講習に使うの
は許されない

梅原紀美子 共　産
①辞職は当然

①政務調査費を飲食に使うことは
認めるべきでない

①語学の講習に使うの
は許されない

わしの恵子 共　産
①辞職は当然

①政務調査費を飲食に使うことは
認めるべきでない

①語学の講習に使うの
は許されない

さとう典生 共　産
①辞職は当然

①政務調査費を飲食に使うことは
認めるべきでない

①語学の講習に使うの
は許されない

山　口　清　明 共　産
①辞職は当然

①政務調査費を飲食に使うことは
認めるべきでない

①語学の講習に使うの
は許されない

村瀬　たつじ 共　産
①辞職は当然

①政務調査費を飲食に使うことは
認めるべきでない

①語学の講習に使うの
は許されない

田中せつ子 共　産
①辞職は当然

①政務調査費を飲食に使うことは
認めるべきでない

①語学の講習に使うの
は許されない

田　ロ　一　登 共　産
①辞職は当然

①政務調査費を飲食に使うことは
認めるべきでない

①語学の講習に使うの
は許されない

政務調査費のアンケートに関しましては、前回ご回答させていただきましたように、現
在、名古屋地方裁判所で訴訟が継続中であることから、回答を差し控えさせていただき
たいと考えています。なお、政務調査費につきましては、議会運営委員会理事会の検
討事項となっており、今後も鋭意検討して参る所存であります。

政務調査費のアンケートに関しましては、前回ご回答させていただきましたように、現
在、名古屋地方裁判所で訴訟が継続中であることから、回答を差し控えさせていただき
たいと考えています。なお、政務調査費につきましては、議会運営委員会理事会の検
討事項となっており、今後も鋭意検討して参る所存であります。

政務調査費のアンケートに関しましては、前回ご回答させていただきましたように、現
在、名古屋地方裁判所で訴訟が継続中であることから、回答を差し控えさせていただき
たいと考えています。なお、政務調査費につきましては、議会運営委員会理事会の検
討事項となっており、今後も鋭意検討して参る所存であります。
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２００７年統一地方選挙前　政務調査費名古屋市議会アンケート

　氏名 会派名 1　議員辞職 ２　飲食 ３　語学

かとう典子 共　産
①辞職は当然

①政務調査費を飲食に使うことは
認めるべきでない

①語学の講習に使うの
は許されない

伊　神　邦彦 新　自

岡　地　邦　夫 新　自

斉　藤　　実 新　自

前　田　有　一 新　自

工　藤　彰　三 新　自

浅井日出雄 新　自

稲　本　和　仁 新　自

坂野　公　壽 新　自

横　井　利　明 新　自

のりたけ勅仁 民　ク

③その他
この場合、辞職という形
で責任を取った様子であ
るが、議員の出処進退
については、各自が判断
するものであり、ほかの
議員が必要性について
述べるものではないと考
える。

③その他
調査活動に伴うスタッフなどの、食
事だけの費用は認めるべきだと考
える。

③その他
海外など日本語以外の
国の調査であれば、通訳
という形で費用を計上す
べき。ちなみに会派に支
給するのではなく、領収
証全額公開とし、個人に
支給すべき。市政との関
連性が欠けるという判断
については疑問である。

荒川　直之
ネット

③一つのけじめのつけ
方だと思う。

③飲はだめ、しかし場合によっては
食はあり得ると考える。

①語学の講習に使うの
は許されない

冨　田　勝　三
ローカ
ル

③カーナビや車検代は
論外　会費制研修会の
内容がどうかわからない
が、議員活動に資するも
のがあれば許されるべ
きだ

①政務調査費を飲食に使うことは
認めるべきでない

①語学の講習に使うの
は許されない

西　村　建　二 自　ク

③その他
区議団が団の総意とし
て、政務調査活動のた
め必要として購入した車
両が存在したような場
合、当該支出は適正な
支出と判断しうる場合も
あり得る。会費制の研修
会自体が政務調査活動
であるならば、その一部
を会として補助すること
に問題がないケースとも
考えられ、設問に対して
は一概に判断しかねる。

③その他
判決の判示するとおり、調査研究
又は会議に伴い、社会通念上必要
かつ相当な範囲内であれば、飲食
に使用することがあっても違法では
ない場合がありうる。

③その他
全く個人的な語学講習費
用を支出するのは認めら
れないが、会派としての
政務調査或いは個々の
議員としての政務調査或
いは個々の議員としての
政務調査活動に伴い語
学学習が必要な場合で
あれば、許容されるケー
スもありうる。

【会派】
ネット＝市民ネット
古屋
自ク＝自民党クラブ

新自＝新風自民 民ク＝民主党クラブ
共産＝日本共産党名古屋市会議員団

①語学の講習に使うの
は許されない

③その他（私たち新風自民は、政
務調査費のより適正な支出を期す
ため「新風自民政務調査費に関す
る取扱要綱」を作成し、飲食を伴う
会議費について、使途気準を以下
の通り明確に定めています。「政務
調査を目的とした研修会・講演会、
意見交換会等であって、飲食を伴う
場合の飲食経費の支出にあたって
は、その会議が政務調査を目的と
した会議に付随（連続）した懇談会
である場合には、政務調査費の充
当が可能である。」今後とも、取扱
要綱にしたがって適正に執行する

所存です。

③その他（他党のご判断
であり、コメントする立場

にありません。）

民主＝民主党名古屋市会議員団
公明＝公明党名古屋市会議員団
自民＝自由民主党名古屋市会議員団
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２００７年統一地方選挙前　政務調査費愛知県議会アンケート

氏名 会派名 1　議員辞職 ２　飲食 ３　語学

佐宗　靖広 　自　民
日髙　昇 　自　民
吉田　真人 　自　民
かとう　南 　自　民
伊藤勝人 　自　民
奥村悠二 　自　民
横井五六 　自　民
加藤　実 　自　民
加藤精重 　自　民
河村　滉 　自　民
外山半三 　自　民
岩村進次 　自　民
吉川伸二 　自　民
久保田浩文 　自　民
熊田裕通 　自　民
栗田　宏 　自　民
高橋則行 　自　民
三浦孝司 　自　民
山下史守朗 　自　民
山本和明 　自　民
寺西　学 　自　民
寺本　充 　自　民
酒井庸行 　自　民
秋田政幸 　自　民
勝崎泰生 　自　民
小久保三夫 　自　民
小出典聖 　自　民
小林　功 　自　民
小林秀央 　自　民
松川浩明 　自　民
深谷勝彦 　自　民
神戸洋美 　自　民
神野博史 　自　民
水野富夫 　自　民
杉浦孝成 　自　民
青山秋男 　自　民
川口英明 　自　民
川上万一郎 　自　民
川本明良 　自　民
浅井喜代治 　自　民
倉知俊彦 　自　民
大見　正 　自　民
大竹正人 　自　民
沢田丸四郎 　自　民
中根義一 　自　民
中野治美 　自　民
長坂康正 　自　民
直江弘文 　自　民
田島ひろし 　自　民
田辺克宏 　自　民
筒井タカヤ 　自　民
藤川政人 　自　民
内田康宏 　自　民
浜田一徳 　自　民
服部鉦臣 　自　民
保手浜清登 　自　民
立松誠信 　自　民
鈴木　正 　自　民
鈴木　愿 　自　民
鈴木孝昌 　自　民

深谷勝彦
（自由民主党）

2007/4/5
問１．辞職する必要はな
かった。

問２．政務調査費の飲食に使う
ことは認めるべきでない。

問３．語学の講習に使
うのは許されない。

平成１９年２月１４日付けの「政務調査費に関するアンケート」については、関連する訴
訟が進行中であるため、自由民主党愛知県議員団所属議員の回答は差し控えさせて
いただきます。なお、自由民主党愛知県議員団は、現行の本会議における制度全般
について調査・検討を行うため、「自民党議会改革検討プロジェクトチーム」を設置した
ところであり、この検討チームにおいて、政務調査費についても、制度のあり方を検討

する予定であることを申し添えます。

※07/3/23のアンケート結果公表後回答を頂いた愛知県議会議員の回答
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２００７年統一地方選挙前　政務調査費愛知県議会アンケート

氏名 会派名 1　議員辞職 ２　飲食 ３　語学

かしわぐま光代 民　主
とね勝之 民　主
華地山義章 民　主
久野哲生 民　主
近藤良三 民　主
金澤利夫 民　主
原田信夫 民　主
高橋正子 民　主
高木ひろし 民　主
黒川節男 民　主
榊原康正 民　主
山田幸洋 民　主
住田宗男 民　主
松山　登 民　主
森井元志 民　主
水谷満信 民　主
水野豊明 民　主
杉岡和明 民　主
西川厚志 民　主
中村友美 民　主
仲　敬助 民　主
長江幸彦 民　主
塚本　久 民　主
渡辺まさし 民　主
波形昌洋 民　主
飯田雄三 民　主
浜崎利生 民　主
富田昭雄 民　主
片桐清高 民　主
岩田隆喜 公　明
鬼頭英一 公　明
桂　俊弘 公　明
小島丈幸 公　明
渡会克明 公　明
米田展之 公　明
木藤俊郎 公　明

髙柳　淳子 県政高輝会

山田裕之 長東クラブ

今井安栄 まごころ ①辞職は当然

③その他
いわゆる飲み会は認めるべきで
はないが、会議などでの茶菓は
必要なことがある

①語学の講習に使うの
は許されない

【会派】

長東クラブ＝愛知県議会県政長東クラブ
まごころ＝ボランティアネットまごころ愛知
県政高輝会=愛知県議会県政高輝会

自　民＝自由民主党愛知県議員団
民　主＝民主党愛知県議員団
公　明＝公明党愛知県議員団

このたびの政務調査費に関するアンケートにつきましては、政務調査費に関する訴訟
が進行中ですので、回答は差し控えさせていただきます。なお、本会議中の各会派に
おいて政務調査費の調査・検討が行われる予定であることは、本会派といたしましても
十分承知しておりますことを申し添えさせていただきます。

このたびの政務調査費に関するアンケートにつきましては、政務調査費に関する訴訟
が進行中ですので、回答は差し控えさせていただきます。なお、本会議中の各会派に
おいて政務調査費の調査・検討が行われる予定であることは、本会派といたしましても
十分承知しておりますことを申し添えさせていただきます。

平成１９年２月１４日付けの「政務調査費に関するアンケートその３」につきましては、
現在、関連する訴訟が進行中でありますので、公明党愛知県議員団に所属する７名の
議員の回答は差し控えさせていただきます。なお、公明党愛知県議員団では、現在の
愛知県議会制度の全般にわたって検討を行うため、議会改革検討会議を設置しました
が、政務調査費のあり方について、今後、同会議で検討を進める予定であります。

③その他
この事例につきましては、内
容の詳細を承知しておりま
せんので判断しかねます
が、議員の辞職につきまし
ては、議員の身分に関する
ことであり、本人が個別に判
断すべきものと考えます。

これらの事例につきましては、内
容の詳細を承知しておりません
ので判断いたしかねますが、政
務調査活動に際して提供される
社会的通念上妥当な食料費に
ついては政務調査費から支出す
ることが認められるものと考えま

す。

この事例につきまして
は、内容の詳細を承知
しておりませんので判
断致しかねますが、研
修・講習の内容・目的
が政務調査費活動に
関連のない場合には、
政務調査費から支出す
べきではないものと考

えます。
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